
私たち一人一人が外国人の持つ文化や多様性を受け入れ、地域
での交流を深め、互いの人権を尊重しあう、国際化時代にふさわ
しい社会を築いていきましょう。

緊急時に正確な情報が外国人に
も迅速に伝わるよう、日頃から地
域で防災対策に取り組むなどの活
動も必要です。

※本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組

の推進に関する法律（平成28（2016）年6月施行）

不当な差別的言動（ヘイトスピーチ）は許されないことを宣言

するとともに、その解消に向けて、国や地方公共団体が、相談

体制の整備や教育活動、広報啓発などの施策を講じるよう定めて

います。

東京都は、この法律を踏まえ、「東京都オリンピッ

ク憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指

す条例」に、本邦外出身者に対する不当な差別的言

動の解消に向けた取組の推進のため、都が保有す

る公の施設の利用制限、拡散防止措置、事案等の公

表、第三者機関（審査会）の設置

などを明記しました。

　これらの取組等は、表現の

自由などの国民の持つ権利や

自由を不当に侵害しないよう

に留意して実施します。

身近で生活している外国人に
対し、肌の色、言葉や文化、生活
習慣が違うというだけで偏見や
先入観を持って接していること

はないでしょうか。
首都東京は世界中から訪れる人々にその魅力を発信

し、東京が世界一の都市として、発展していくことを目
指しています。

オリンピック憲章は、「人種、肌の色、性別、性的指向、
言語、宗教、政治的またはその他の意見、国あるいは社
会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由によ
る、いかなる種類の差別」を禁じています。東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会の開催都市として、
この理念を東京においても実現しなければなりません。
　しかし、現実には、生活習慣の違いが理解されず、偏
見や誤解に基づき、賃貸住宅への入居拒否や職場での
不合理な扱いを受けたりすることもあります。
　また、相手を侮辱する表現で、特定の民族や国籍の
人々を排斥する趣旨の言動が公然と行われていること
が、ヘイトスピーチとして社会的な問題となっていま
す（※）。このような行為は一人一人の人権が尊重され、
豊かで安心して生活できる成熟した社会を実現する観
点から、あってはならないことです。

東京には、

様々な国籍を持つ多くの

外国人が暮らしています

外国語によるウェブサイト

資料：令和６年度外国人相談内容別相談実績（生活文化局）

外国人から寄せられた相談の内容

災害時に備えて

インターネットにより、外国語表記の案内などを読む
ことができます。必要な方にご紹介いただくなど、ぜひ
ご活用ください。

■東京都庁

The O�  cial Website ofTokyo Metropolitan Government

言　語アドレス（ＵＲＬ）

英語https://www.english.metro.tokyo.lg.jp/

■東京都多文化共生ポータルサイト（TIPS)

Tokyo Intercultural Portal Site

英語https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/english/

■外国人のための生活ガイド

Comprehensive living guide for foreign residents in Japan

英語https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/useful/guide_eng/

中国語https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/useful/guide_chi/

韓国語https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/useful/guide_kor/

やさしい日本語https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/useful/guide_plain/

■外国人向け防災リーフレット

Earthquake! How would you react? / Typhoon! Torrential rain! How would you react?

６言語対応

■外国人のためのヘルプカード

Help Card For Foreign Nationals 

11言語対応
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_
tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000144.
html

出典：総務局「住民基本台帳上の人口」より作成（各年1月1日現在）

東京における外国人人口の推移
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　東京都では災害時に「外国人災害時情報センター」

を設置するほか、避難所等に「東京都防災（語学）ボラ

ンティア」を派遣し、外国人を支援します。

例】

外国人による相談例から

【相談

〇外国人にも労働法は適用されますか（賃金や労働時間など）。

日本の労働関係法令は国籍を問わず日本国内で就労

する外国人にも適用されます（労働基準法、最低賃金法、

労働安全衛生法等）。

また事業主は、採用時に、賃金、労働時間等主要な

労働条件を明らかにした書面を交付しなければなりませ

ん。その際、外国人労働者が理解できる方法（母国語そ

の他の当該外国人が使用する言語または平易な日本語を

用いる等）で明示するよう努める必要があります。

〇賃貸住宅に入れない、紹介される物件が限られる。

東京都は、国籍等の理由により民間賃貸住宅への入居

の機会が制約されることがないよう、不動産業者への研

修などを通じて啓発に努めています。

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_
tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000000144.
html
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　東京都では災害時に「外国人災害時情報センター」

を設置するほか、避難所等に「東京都防災（語学）ボラ
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